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停止処分者講習及び違反者講習実施要領の制定について

例 規 （ 免 ） 第 ３ ７ 号

平成３０年１２月２８日

千 葉 県 警 察 本 部 長

〔沿革〕 令和２年３月例規（警）第１４号

令和２年８月例規（運教）第３０号

各部長・参事官・所属長

見出しの要領を別添のとおり制定したので、誤りのないようにされたい。

なお、停止処分者講習実施要領の制定について（平成２４年例規（免）第２２号）は、

廃止する。

別添

停止処分者講習及び違反者講習実施要領

第１ 目的

この要領は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という ）第１０。

８条の２第１項第３号に規定する講習（以下「停止処分者講習」という ）及び同項第。

１３号に規定する講習（以下「違反者講習」という （以下「講習」と総称する ）の。） 。

実施について、講習における指導に従事する者（以下「講習指導員」という ）の要件。

等に関し、必要な事項を定め、講習の適正かつ効果的な運用を図ることを目的とする。

第２ 講習の体制

１ 講習指導員の要件

講習指導員は、講習指導員資格要件基準（別表第１）に適合し、人格及び教育能力

において適格性を有する者をもって充てるものとする。ただし、違反者講習のうち、

運転者の資質の向上に資する活動（以下「社会参加活動」という ）の体験をさせる。

ことのみを担当する者については、別表第１の要件によらず、講習指導員としてふさ

わしい者であると公安委員会が認めるものをもって充てることができるものとする。

２ 講習の委託等

（１）講習の委託

講習を委託する場合は、公安委員会から講習業務の資格認定通知書（運転免許関

係事務及び講習の資格認定基準に関する規程（平成２２年千葉県公安委員会規程第

２号）別記第６号様式）の交付を受けた者（以下「受託者」という ）との間の委。

託契約によって行うものとする また 交通部運転免許本部運転教育課長 以下 運。 、 （ 「

転教育課長」という ）は、受託者に対し、十分な講習水準が維持され、講習が適。

正に行われるよう指導監督するものとする。

（２）講習指導員の確認及び通知

運転教育課長は、受託者から講習指導員確認申請書（別記第１号様式）の送付を

受けたときは、別表第１に定める資格要件等に関する確認を行い、講習指導員確認

通知書（別記第２号様式）により、その結果を通知するものとする。

（３）講習指導員の解任及び業務の停止

ア 解任
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運転教育課長は 受託者が講習指導員を解任したときは 講習指導員解任届 別、 、 （

記第３号様式）を提出させ、本部長に報告するものとする。

イ 業務の停止

運転教育課長は、受託者が講習指導員の業務を停止したときは、講習指導員業

務停止届（別記第３号様式）を提出させ、本部長に報告するものとする。

３ 講習指導員に対する研修等

（１）交通部運転免許本部運転教育課による研修

運転教育課長は、講習指導員の研修会を適時開催し、講習における指導に必要な

知識及び技能の維持・向上に努めるものとする。

なお、新しく講習指導員となる者に対しては、事前に十分な教養を行い、講習に

関する知識及び技術を習得させること。

（２）受託者による研修

運転教育課長は、講習の充実と講習指導員の資質の向上を図るため、必要に応じ

て受託者に対し、研修の開催を求めるものとする。

第３ 講習の実施上の留意事項

１ 停止処分者講習

（１）実施区分

停止処分者講習は、免許の保留等の期間（以下「処分期間」という ）が４０日。

未満の者に係る講習（以下「短期講習」という 、処分期間が４０日以上９０日。）

未満の者に係る講習（以下「中期講習」という ）及び処分期間が９０日以上の者。

に係る講習（以下「長期講習」という ）に区分し、原則としてそれぞれの区分別。

に行うものとする。

（２）講習時間及び実施期間

講習時間及び実施期間は、次表に掲げるとおりとする。

実施区分 講習時間 実施期間

短期講習 ６時間 １日間

中期講習 １０時間 ２日間

長期講習 １２時間 ２日間

（３）実施方法

停止処分者講習は、停止処分者講習カリキュラム（別表第２）に基づき、効果的

な講習指導案を作成して実施するものとする。

２ 違反者講習

（１）実施区分

違反者講習は、当該講習を受けようとする者の選択により、社会参加活動の体験

を含む講習（以下「社会参加活動講習」という ）及び社会参加活動の体験を含ま。

ない講習（以下「実車講習」という ）に区分して行うものとする。。

（２）講習時間及び実施期間

社会参加活動講習及び実車講習の講習時間は、いずれも６時間とし、実施期間に

ついては、原則１日間で行うものとする。

（３）実施方法
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違反者講習は、違反者講習カリキュラム（別表第３）に基づき、効果的な講習指

導案を作成して実施するものとする。

第４ その他

この要領に定めるもののほか、講習の実施について必要な事項は、別に定める。

以下 別記様式省略



別表第１（第２の１）

講習指導員資格要件基準

１ ２５歳以上の者であること。

２ 講習における指導に用いる大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動

二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車（以下「自動車等」という ）を運転することがで。

きる免許（仮免許を除く ）を現に受けている者であること。。

３ 次のいずれにも該当しない者であること。

（１）運転適性指導（法第１０８条の４第１項第１号の運転適性指導をいう。以下同じ ）に。

ついて不正な行為をしたため運転適性指導員、停止処分者講習指導員、高齢者講習指導員

又は違反者講習指導員のいずれかの職を解任された日から起算して２年を経過していない

者

（２）法第１１７条の２の２第１２号に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執

行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過していな

い者

（３）自動車等の運転に関し、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

（平成２５年法律第８６号）第２条から第６条までの罪又は法に規定する罪（前（２）に

規定する罪を除く ）を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執。

行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過していない者

４ 運転適性指導に関する業務について、次のいずれかに該当する者であること。

（１）運転適性検査・指導者資格者証の交付を受け、運転適性指導に関する業務に従事した経

験の期間がおおむね１年以上ある者とし 「運転適性指導に関する業務」としては、運転、

適性指導以外に次の業務が該当する。

ア 「指定自動車教習所等の教習の標準」における学科教習（第２段階）の「適性検査結

果に基づく行動分析」の教習

イ 初心運転者講習における運転適性検査

ウ 交通部運転免許本部運転教育課（以下「運転教育課」という ）及び交通部運転免許。

本部流山運転免許センター（以下「流山運転免許センター」という ）の運転適性検査。

所における自動車等の運転に必要な適性に関する調査・指導

エ 停止処分者講習、高齢者講習又は違反者講習に係る指導員の業務

（ ） 、 （ ） 、２ 公安委員会が運転適性指導に関する業務に関し 前 １ に掲げる者と同等以上の技能

知識及び経験を有すると認める者とし、次の者が該当する。

ア 警察庁が実施する取消処分者講習指導員専科を修了し、取消処分者講習の講習指導員

としての経験のある者

イ 警察庁が実施する中堅運転適性検査指導者専科（平成１２年までに実施していた「新

任運転適性検査指導者専科」又は「運転適性専門官専科」を含む ）を修了し、運転適。

性指導に関する業務に従事した経験のある者

ウ 自動車安全運転センター（以下「センター」という ）が実施する取消処分者講習指。

導員（一般）研修、取消処分者講習指導員（警察）研修、運転適性講習指導員研修、違

反者・停止処分者講習指導員研修又は高齢者講習指導員研修における研修指導員として

の経験のある者

エ 運転適性検査・指導者資格者証の交付を受けているが、運転適性指導員に関する業務

に従事した経験の期間がおおむね１年に満たない者で、交通部運転免許本部が行う所要

の講習を受けたもの



、 。５ 自動車の運転に関する技能及び知識の指導について 次のいずれかに該当する者であること

（１）普通自動車を用いた講習を指導する指導員については、普通自動車に係る教習指導員資

格者証の交付を受けている者又は普通自動車に係るセンターが実施する届出教習所指導員

課程を修了した者で、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間が

おおむね１年以上あるもの

（２）二輪車を用いた講習を指導する指導員については、大型自動二輪車若しくは普通自動二

輪車に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者又は大型自動二輪若しくは普通自動

二輪車に係るセンターが実施する届出教習所指導員課程を修了した者で、自動車の運転に

関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね１年以上あるもの

（ ） 、 （ ） （ ）３ 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の指導について 前記 １ 又は ２

に掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者とし、次のような者が相

当する。

ア 交通取締用自動二輪車若しくは交通取締用無線自動車の乗務員又は警ら用無線自動車

の乗務員としての経験が相当期間ある者で適任なもの

イ 運転教育課で技能試験官としての経験が相当期間ある者

ウ 警察庁が実施する取消処分者講習指導員専科を修了し、取消処分者講習の講習指導員

としての経験のある者

エ センターが実施する取消処分者講習指導員（一般）研修、取消処分者講習指導員（警

察）研修、運転適性講習指導員研修、違反者・停止処分者講習指導員研修又は高齢者講

習指導員研修における研修指導員としての経験のある者

オ 自動車運転免許技能試験官が行う自動車等の運転に関する技能及び知識の審査におい

て、普通自動車に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者と同等以上の技能、知識を

有し、かつ、自動車等の運転技能に関する業務に従事した経験がある者で適任なもの

６ 次のいずれかに該当する者であること。

（１）公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格した者と

し、次の者が該当する。

ア 取消処分者講習指導員専科を修了し、取消処分者講習の講習指導員としての経験が相

当期間ある者

イ センターが実施する取消処分者講習指導員（一般）研修、取消処分者講習指導員（警

察）研修、運転適性講習指導員研修、違反者・停止処分者講習指導員研修又は高齢者講

習指導員研修における研修指導員としての経験が相当期間ある者

（２）講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了

した者



別表第２（第３の１の（３））
停止処分者講習カリキュラム

その１ 四輪運転者用

講習時間（分）
講習科目 講習細目 講習方法 留意事項

短期 中期 長期
開講

３０ ６０ ６０講師の自己紹介
（３０） （６０） （６０）受講者の点呼

講習概要及び日程の説明
受講者の心得の説明

１ 道路交 （１）交通障害の状況 講義 ○ 本県の実情に応じて交通障害（事故、渋
通の現状 （２）交通規制 教本、 滞、公害及び生活環境の侵害）の発生状況

視聴覚教 等を重点的に説明し、その関連において交
材等 通規制の概要を説明する。

２ 交通事 （１）運転者に起因する事 ○ 単なる数字の羅列に終始することなく、
故の実態 故の実態及びその原因 多角的な分析に基づいて、受講者にとって

分析 身近な事実に関する数字の使用等によって
（２）重大事故の実例 実感として感得させる。
（３）交通事故の惨状 ○ 交通事故の被害者の惨状及び加害者の窮

状を実例で示す。
３ 運転者 （１）運転免許の意義 ○ 教本、視聴覚教材を用い、運転者の責任
の社会的 （２）運転者の責任 感及び交通道徳の向上を図る。
立場 ア 運転者の社会的責 ○ 中・長期講習では、次の事項について詳

任 し 、運転者の社会的な立場を理解さく触れ

イ 交通事故（違反） せる。
を起こした運転者の ・運転者に対する社会の要望について具体
責任 的事例、新聞の社説、投書意見等を活用

して理解させる。
・刑事上の責任、民事上の責任及び行政上
の責任について、交通裁判例、点数制度
の仕組み等を事例として具体的に説明す
ることによって認識させる。

４ 安全運 （１）安全運転の基本的考 ○ 自己中心的な運転マナーを矯正し、ルー
転の心構 え方 ルを正しく実践できる心の醸成を図る。
え （２）安全運転の実践 ○ 交通状況に応じた安全運転の実践方法を

（３）事故防止のポイント 具体的事例を用いて説明する。
○ 本県における交通事故の典型的（多発）
パターンの中から、その原因となった危険
行為５～７種を抽出し、事故防止のポイン
トを十分に認識させる。

５ 安全運 （１）安全な運転 ○ ＤＶＤ等の視聴覚教材を活用する。
９０ １５０ １５０転の基礎 （２）防衛運転 ○ 飲酒学級及び速度学級を設置しない場合
（２０） （３０） （３０）知識 （３）人間の感覚と判断能 は、講習科目９に掲げる関連細目を取り入

力 れることとする。
ア 視覚の特性
イ 過労等の影響

６ 道路交 （１）日常点検要領 ○ この科目の細目は、実情に応じて重点的
通法令の （２）走行の基本 選択的に取り上げることとする。
知識及び ア 座席ベルトの着用 ○ ＤＶＤ等の視聴覚教材を活用する。
安全運転 イ 運転操作 ○ 日常点検要領については、日常点検の必
の方法 ウ 進路変更 要性と点検項目、点検要領等を説明する。

（３）歩行者の保護 ○ 座席ベルトの着用については、着用の効
（４）自転車に乗る人の保 果等を具体的事例に基づいて説明する。
護

（５）車間距離
（６）追越し
（７）交差点の通行
（８）駐車と停車
（９）危険な場所などでの
通行
ア 夜間、トンネル
イ カーブ
ウ 悪天候等

（１０）高速道路の通行
ア 高速走行の危険性
イ 高速道路への出入
り
ウ 高速走行の方法

（１１）二輪車に対する注 ○ 四輪車対二輪車の事故の具体的事例を用
意 いて、四輪車の側で注意すべき事項を理解
ア 二輪車の特性 させる。
イ 二輪車事故の特徴

（１２）事故と故障時の措
置



７ 事故事 発表 ○ 身近な事故事例を素材として受講者に発
６０ １２０例研究に （適宜、 表させる等、事故の原因となる危険行為等
（６０） (１２０)基づく安 ディスカ を受講者自身に考えさせ、正しい運転方法

全運転の ッション を理解させる。
方法 方式をと

る。）

８ 講習対 （飲酒学級の場合） 講義 ○ 科学的な根拠に基づくＡＵＤＩＴと飲酒
（９０） (１２０) (１２０)象者別に 飲酒運転の危険性の自覚 教本、 運転防止の目標の設定を実施して自己の飲

必要な安 （１）アルコールスクリー 視聴覚教 酒量を自覚させるとともに、運転シミュレー
全運転の ニングテスト（以下 材等 ターを活用した飲酒運転の疑似体験や、飲
知識 「ＡＵＤＩＴ」とい 酒ゴーグルを活用した飲酒状態の疑似体験

飲酒運転防止 等を実施して、飲酒運転の危険性を理解さう。）と

の目標の設定 せる。
（２）アルコールの身体に

及ぼす影響
（３）アルコールの影響と

運転
（速度学級の場合） ○ 速度に起因する具体的な事故事例を用い
速度の危険性の自覚 るとともに、科学的な根拠に基づく説明で、
（１）反応時間と走行距離 速度の危険性を理解させる。
（２）速度と視覚
（３）速度とブレーキ
（４）速度とハンドル

９ 運転適 （１）筆記による診断と指 個別的指 ○ 所要の運転適性検査用紙により実施し、
１８０ １２０ １２０性につい 導 導 結果に基づいて安全運転の心構えを指導す
(１６０) (１２０) (１２０)ての診断 （２）運転適性検査機器の 教本、 る。

と指導① 使用による診断と指導 運転適性 ○ 運転適性検査機器により実施し、結果に
検査機 基づいて安全運転の心構えを指導する。
器、視聴 ○ 短期講習では、事故に結び付きやすい違
覚教材等 反行為をした者及び筆記による検査の結果

により必要と認める者について実施する。
○ 中・長期講習では、全員について実施し、
個人別に細部にわたって指導する。

１０ 運転 （１）実車による診断と指 実技 ○ 実習に当たっては、シートベルトを必ず
１２０ １５０適性につ 導 教本、 着用させるほか、履物等は乗車に適した準
(１２０) (１５０)いての診 （２）運転シミュレーター 自動車、 備をさせる。

断と指導 操作による診断と指導 運転シミ ○ 実車を運転させ、講習指導員が同乗して
② ュレータ 運転行動、事故や違反に結び付く危険な運

ー、視聴 転個癖等を診断し、その結果に基づく指導
覚教材等 を行う。

○ 運転シミュレーターを操作させ、交通事
故やその他危険場面等について擬似体験さ
せ、運転の危険性を診断し、その結果に基
づく指導を行う。
○ 短期講習では、事故に結び付きやすい違
反行為をした者及び実車による指導の結果
により必要と認める者について実施する。
○ 中・長期講習では、全員について実施し、
個人別に細部にわたって指導する。

１１ 面接 個別的指 ○ 本人の違反経歴に運転適性検査と実車指
３０ ６０ ９０指導 導 導の結果とを照合して、特に個々の指導が
（３０） （６０） （９０）（適宜、 必要であると認められる受講者については、

ディスカ 個々面接の方法で受講者に運転特徴等を説
ッション 明し、以後の安全運転に資するための指導
方式をと を行う。
る。） ○ その他の受講者については、グループ討

議等の方法で安全運転意識の高揚を図る。
考査 ○ 学級別に講習効果を測定するのに適した

３０ ３０ ３０正誤式問題４０問で実施し、終了後に正解
（３０） （３０） （３０）を説明する。

３６０ ６００ ７２０

(３６０) (６００) (７２０)講習時間計

備考
１ 講習時間の欄に掲げる数字のうち、（ ）内の数字は、飲酒学級や速度学級など特別学級を設けた場合における講習時間を
示す。

２ 休憩時間は、講習時間以外に適当な時間を設けること。
３ 原則として、ＡＵＤＩＴと飲酒運転防止の目標の設定は、長期課程において実施すること。
４ 「９ 運転適性についての診断と指導①」及び「１１ 面接指導」については、考査後に実施することができる。



その２ 二輪運転者用

講習時間（分）
講習科目 講習細目 講習方法 留意事項

短期 中期 長期
開講

３０ ６０ ６０講師の自己紹介
（３０） （６０） （６０）受講者の点呼

講習概要及び日程の説明
受講者の心得の説明

１ 道路交 （１）交通障害の状況 講義 ○ 本県の実情に応じて交通障害（事故、騒
通の現状 （２）交通規制 教本、 音、暴走行為及び生活環境の侵害）の発生

視聴覚教 状況等を重点的に説明し、その関連におい
材等 て交通規制の概要を説明する。

２ 交通事 （１）二輪事故の実態 ○ 単なる数字の羅列に終始することなく、
故の実態 （２）二輪車事故の特徴 多角的な分析に基づいて、受講者にとって

（３）重大事故の実例 身近な事実に関する数字の使用等によって
（４）交通事故の惨状 実感として感得させる。

○ 交通事故の被害者の惨状及び加害者の窮
状を実例で示す。

３ 運転者 （１）運転免許の意義 ○ 教本、視聴覚教材を用い、運転者の責任
の社会的 （２）運転者の責任 感及び交通道徳の向上を図る。
立場 （３）交通事故（違反）を ○ 運転免許制度の意義を説明し、運転者に

起こした運転者の責任 対する社会の要望について具体的事例、新
聞の社説、投書意見等を活用して理解させ
る。
○ 刑事上の責任、民事上の責任及び行政上
の責任について、交通裁判例、点数制度の
仕組み等を事例として具体的に説明するこ
とによって認識させる。

４ 安全運 （１）安全運転の基本的考 ○ 自己中心的な運転マナーを矯正し、ルー
転の心構 え方 ルを正しく実践できる心の醸成を図る。
え （２）安全運転の実践 ○ 交通状況に応じた安全運転の実践方法を

（３）事故防止のポイント 具体的事例を用いて説明する。
○ 本県における二輪事故の典型的（多発）
パターンの中から、その原因となった危険
行為５～７種を抽出し、事故防止のポイン
トを十分に認識させる。

５ 安全運 （１）二輪車の特性 ○ 乗車用ヘルメットの着用については、実
９０ １５０ １５０転の基礎 （２）車種の選び方 例、統計等によってその必要性及び効果を
（２０） （３０） （３０）知識 （３）乗車用ヘルメットの 強調し、正しい着用の習慣付けを図る。

着用 ○ ＤＶＤ等の視聴覚教材を活用する。
（４）二輪車と物理の法則 ○ 飲酒学級及び速度学級を設置しない場合
（５）人間の感覚と判断能 は、講習科目９に掲げる関連細目を取り入
力 れることとする。

６ 道路交 （１）日常点検要領 ○ 二輪車事故の特徴との関連で特に防衛運
通法令の （２）走行の基本 転に徹する必要を強調する。
知識及び ア ドライビング・ス ○ この科目の細目は、実情に応じて重点的
安全運転 ペースとポジション かつ選択的に取り上げることとする。
の方法 イ 防衛運転 ○ ＤＶＤ等の視聴覚教材を活用する。

（３）歩行者の保護 ○ 日常点検要領については、日常点検の必
（４）速度と車間距離 要性と点検項目、点検要領等を説明する。
（５）追越し
（６）交差点の通行
（７）夜間走行
（８）気象条件に合わせた
運転

（９）高速道路の通行
（１０）改造車の運転禁止

７ 事故事 発表 ○ 身近な事故事例を素材として受講者に発
６０ １２０例研究に （適宜、 表させる等、事故の原因となる危険行為等
（６０） (１２０)基づく安 ディスカ を受講者自身に考えさせ、正しい運転方法

全運転の ッション を理解させる。
方法 方式をと

る。）

８ 講習対 （飲酒学級の場合） 講義 ○ 科学的な根拠に基づくＡＵＤＩＴと飲酒
（９０） (１２０) (１２０)象者別に 飲酒運転の危険性の自覚 教本、 運転防止の目標の設定を実施して自己の飲

必要な安 （１）ＡＵＤＩＴと飲酒運 視聴覚教 酒量を自覚させるとともに、運転シミュレー
全運転の 転防止の目標の設定 材等 ターを活用した飲酒運転の疑似体験や、飲
知識 （２）アルコールの身体に 酒ゴーグルを活用した飲酒状態の疑似体験

及ぼす影響 等を実施して、飲酒運転の危険性を理解さ
（３）アルコールの影響と せる。

運転
（速度学級の場合） ○ 速度に起因する具体的な事故事例を用い
速度の危険性の自覚 るとともに、科学的な根拠に基づく説明
（１）反応時間と走行距離 で、速度の危険性を理解させる。



（２）速度と視覚
（３）速度とブレーキ
（４）速度とハンドル

９ 運転適 （１）筆記による診断と指 個別的指 ○ 所要の運転適性検査用紙により実施し、
１８０ １２０ １２０性につい 導 導 結果に基づいて安全運転の心構えを指導す
(１６０) (１２０) (１２０)ての診断 （２）運転適性検査機器の 教本、 る。

と指導① 使用による診断と指導 運転適性 ○ 運転適性検査機器により実施し、結果に
検査機 基づいて安全運転の心構えを指導する。
器、視聴 ○ 短期講習では、事故に結び付きやすい違
覚教材等 反行為をした者及び筆記による検査の結果

により必要と認める者について実施する。
中・長期講習では、全員について実施し、
個人別に細部にわたって指導する。

１０ 運転 （１）実車による診断と指 実技 ○ 実習に当たっては、乗車用ヘルメットを
１２０ １５０適性につ 導 教本、 必ず着用させるほか、手袋、プロテクター、
(１２０) (１５０)いての診 ア 日常点検 自動二輪 衣服、履物等は乗車に適した準備をさせる。

断と指導 イ 乗車姿勢 車、原動 ○ 実車を運転させ、講習指導員が追尾する
② ウ 基本走行 機付自転 などして運転行動、事故や違反に結び付く

（ア）発進要領 車、運転 危険な運転個癖等を診断し、その結果に基
（イ）低速走行及び通 シミュレー づく指導を行う。
常走行 ター、視 ○ 時速３０キロメートル程度で走行させ、

（ウ）停止要領 聴覚教材 正しい基本走行を習得させる。
エ 応用走行 等 ○ 診断するに当たって、個々の受講者の体
（ア）制動訓練 格、体力、運転技能及び運転経験等からみ
（イ）コーナーリング て本人に適した車種の選び方についても指
訓練 導する。

（ウ）スラローム走行 ○ 運転シミュレーターを操作させ、交通事
等の訓練 故やその他危険場面等について擬似体験さ

（２）運転シミュレーター せ、運転の危険性を診断し、その結果に基
操作による診断と指導 づく指導を行う。

○ 短期講習では、事故に結び付きやすい違
反行為をした者及び実車による指導の結果
により必要と認める者について実施する。
○ 中・長期講習では、全員について実施し、
個人別に細部にわたって指導する。

１１ 面接 個別的指 ○ 本人の違反経歴に運転適性検査と実車指
３０ ６０ ９０指導 導 導の結果とを照合して、特に個々の指導が
（３０） （６０） （９０）（適宜、 必要であると認められる受講者について

ディスカ は、個々面接の方法で受講者に運転特徴等
ッション を説明し、以後の安全運転に資するための
方式をと 指導を行う。
る。） ○ その他の受講者については、グループ討

議等の方法で安全運転意識の高揚を図る。
考査 ○ 学級別に講習効果を測定するのに適した

３０ ３０ ３０正誤式問題４０問で実施し、終了後に正解
（３０） （３０） （３０）を説明する。

３６０ ６００ ７２０

(３６０) (６００) (７２０)講習時間計

備考
１ 講習時間の欄に掲げる数字のうち、（ ）内の数字は、飲酒学級や速度学級など特別学級を設けた場合における講習時間を
示す。

２ 休憩時間は、講習時間以外に適当な時間を設けること。
３ 原則として、ＡＵＤＩＴと飲酒運転防止の目標の設定は、長期課程において実施すること。
４ 「９ 運転適性についての診断と指導①」及び「１１ 面接指導」については、考査後に実施することができる。



別表第３（第３の２の（３））
違反者講習カリキュラム

その１ 四輪運転者用

講習科目 講習細目 講習方法 留意事項 講習時間
（分）

開講
１１０講師の自己紹介

受講者の点呼
講習概要及び日程の

説明
受講者の心得の説明

１ 道路交通の （１）交通障害の状況 講義 ○ 本県の実情に応じて交通障害（事故、渋帯、
現状 （２）交通規制 教本、視聴覚教 公害及び生活環境の侵害）の発生状況等を重

材等 点的に説明し、その関連において交通規制の
概要を説明する。

２ 交通事故の （１）運転者に起因す ○ 単なる数字の羅列に終始することなく、多
実態 る事故の実態及び 角的な分析に基づいて、受講者にとって身近

その原因分析 な事実に関する数字の使用等によって実感と
（２）重大事故の実例 して感得させる。
（３）交通事故の惨状 ○ 交通事故の被害者の惨状及び加害者の窮状

を実例で示す。
３ 運転者の社 （１）運転免許の意義 ○ 教本、視聴覚教材を用い、運転者の責任感
会的立場 （２）運転者の責任 及び交通道徳の向上を図る。

４ 安全運転の （１）安全運転の基本 ○ 自己中心的な運転マナーを矯正し、ルール
心構え 的考え方 を正しく実践できる心の醸成を図る。

（２）安全運転の実践 ○ 交通状況に応じた安全運転の実践方法を具
（３）事故防止のポイ 体的事例を用いて説明する。

ント ○ 本県における交通事故の典型的（多発）パ
ターンの中から、その原因となった危険行為
５～７種を抽出し、事故防止のポイントを十
分に認識させる。

５ 安全運転の （１）安全な運転 ○ ＤＶＤ等の視聴覚教材を活用する。
基礎知識 （２）防衛運転 ○ 速度に起因する具体的な事故事例を用いる

（３）人間の感覚と判 とともに、科学的な根拠に基づく説明で、速
断能力 度の危険性を理解させる。
ア 視覚の特性
イ 過労等の影響

（４）飲酒運転の危険
性

６ 道路交通法 （１）日常点検要領 ○ この科目の細目は、実情に応じて重点的選
令の知識及び （２）走行の基本 択的に取り上げることとする。
安全運転の方 ア 座席ベルトの ○ ＤＶＤ等の視聴覚教材を活用する。
法 着用 ○ 日常点検要領については、日常点検の必要

イ 運転操作 性と点検項目、点検要領等を説明する。
ウ 進路変更 ○ 座席ベルトの着用については、着用の効果

（３）歩行者の保護 等を具体的事例に基づいて説明する。
（４）自転車に乗る人

の保護
（５）車間距離
（６）追越し
（７）交差点の通行
（８）駐車と停車
（９）危険な場所など

での通行
ア 夜間、トンネ
ル
イ カーブ
ウ 悪天候等

（１０）高速道路の通
行
ア 高速走行の危
険性
イ 高速道路への
出入り
ウ 高速走行の方
法

（１１）二輪車に対す ○ 四輪車対二輪車の事故の具体的事例を用い
る注意 て、四輪車の側で注意すべき事項を理解させ
ア 二輪車の特性 る。
イ 二輪車事故の
特徴

（１２）事故と故障時
の措置



７ 事故事例研 発表 ○ 身近な事故事例を素材として受講者に発表
３０究に基づく安 （適宜、ディスカ させる等、事故の原因となる危険行為等を受

全運転の方法 ッション方式をと 講者自身に考えさせ、正しい運転方法を理解
る。） させる。

８ 運転適性に （１）筆記による検査 個別的指導 ○ 所要の運転適性検査用紙により実施し、結
４０ついての診断 と指導 教本、運転適性 果に基づいて安全運転の心構えを指導する。

と指導① （２）運転適性検査機 検査機器、視聴覚 ○ 運転適性検査機器により実施し、結果に基
器の使用による診 教材等 づいて安全運転の心構えを指導する。
断と指導 ○ 事故に結び付きやすい違反行為をした者及

び筆記による検査の結果により必要と認める
者について実施する。

１８０講習時間小計

○ 社会参加活動講習
９ 社会参加活 （１）活動方法の説明 活動内容に応じ

１５０動 （２）現場活動 て必要な資器材を
用いて行うこと。

考査 ○ 講習を通じて得られたもの、今後の安全運
３０転への心構えなどを課題として与え、筆記方

式（感想文）により提出させる方法で行い、
結果を講評して、安全運転の動機付けをする。

３６０講習時間合計

備考
１ 休憩時間は、講習時間以外に適当な時間を設けること。
２ 「８（２）運転適性検査機器の使用による診断と指導」を行う場合には、「７ 事故事例研究に基づく安全運転の方法」を
省略することができる。

○ 実車講習
９ 運転適性に （１）実車による診断 実技 ○ 実車を運転させ、講習指導員が同乗して運つ

１２０いての診断と指 と指導 教本、自動車、 転行動、事故や違反に結び付く危険な運転個
導② 運転シミュレー 運転シミュレータ－、 癖等を診断し、その結果に基づく指導を行う。（２）

ター操作による診 視聴覚教材等 ○ 運転シミュレーターを操作させ、交通事故
断と指導 やその他危険場面等について擬似体験させ、

運転の危険性を診断し、その結果に基づく指
導を行う。

○ 事故に結び付きやすい違反行為をした者及
び実車による指導の結果により必要と認める
者について実施する。

１０ 面接指導 個別的指導 ○ 本人の違反経歴に運転適性検査と実車指導
３０（適宜、ディスカ の結果とを照合して、特に個々の指導が必要

ッション方式をと であると認められる受講者については、個々
る。） 面接の方法で受講者に運転特徴等を説明し、

以後の安全運転に資するための指導を行う。
○ その他の受講者については、グループ討議
等の方法で安全運転意識の高揚を図る。

考査 ○ 講習を通じて得られたもの、今後の安全運
３０転への心構えなどを課題として与え、筆記方

式（感想文）により提出させる方法で行い、
結果を講評して、安全運転の動機付けをする。

３６０講習時間合計

備考
１ 休憩時間は、講習時間以外に適当な時間を設けること。
２ 「８（２）運転適性検査機器の使用による診断と指導」又は「９（２）運転シミュレーター操作による診断と指導」を行う
場合には、「７ 事故事例研究に基づく安全運転の方法」又は「１０ 面接指導」を省略し、「８（２）運転適性検査機器の
使用による診断と指導」及び「９（２）運転シミュレーター操作による診断と指導」を行う場合には、「７ 事故事例研究に
基づく安全運転の方法」及び「１０ 面接指導」を省略することができる。



その２ 二輪運転者用

講習科目 講習細目 講習方法 留意事項 講習時間
（分）

開講
１１０講師の自己紹介

受講者の点呼
講習概要及び日程の

説明
受講者の心得の説明

１ 道路交通の （１）交通障害の状況 講義 ○ 本県の実情に応じて交通障害（事故、騒
現状 （２）交通規制 教本、視聴覚教 音、暴走行為及び生活環境の侵害）の発生状

材等 況等を重点的に説明し、その関連において交
通規制の概要を説明する。

２ 交通事故の （１）二輪車事故の実 ○ 単なる数字の羅列に終始することなく、多
実態 態 角的な分析に基づいて、受講者にとって身近

（２）二輪車事故の特 な事実に関する数字の使用等によって実感と
徴 して感得させる。

（３）重大事故の実例 ○ 交通事故の被害者の惨状及び加害者の窮状
（４）交通事故の惨状 を実例で示す。

３ 運転者の社 （１）運転免許の意義 ○ 教本、視聴覚教材を用い、運転者の責任感
会的立場 （２）運転者の社会的 及び交通道徳の向上を図る。

責任 ○ 運転免許制度の意義を説明し、運転者に対
（３）交通事故（違 する社会の要望について具体的事例、新聞の

反）を起こした運 社説、投書意見等を活用して理解させる。
転者の責任 ○ 刑事上の責任、民事上の責任及び行政上の

責任について、交通裁判例、点数制度の仕組
み等を事例として具体的に説明することによ
って認識させる。

４ 安全運転の （１）安全運転の基本 ○ 自己中心的な運転マナーを矯正し、ルール
心構え 的考え方 を正しく実践できる心の醸成を図る。

（２）安全運転の実践 ○ 交通状況に応じた安全運転の実践方法を具
（３）事故防止のポイ 体的事例を用いて説明する。

ント ○ 本県における二輪車事故の典型的（多発）
パターンの中から、その原因となった危険行
為５～７種を抽出し、事故防止のポイントを
十分に認識させる。

５ 安全運転の （１）二輪車の特性 ○ 乗車用ヘルメットの着用については、実
基礎知識 （２）車種の選び方 例、統計等によってその必要性及び効果を強

（３）乗車用ヘルメッ 調し、正しい着用の習慣付けを図る。
トの着用 ○ ＤＶＤ等の視聴覚教材を活用する。

（４）二輪車と物理の
法則

（５）人間の感覚と判
断能力

（６）飲酒運転の危険
性

６ 道路交通法 （１）日常点検要領 ○ 二輪車事故の特徴との関連で特に防衛運転
令の知識及び （２）走行の基本 に徹する必要を強調する。
安全運転の方 ア ドライビング・ ○ この科目の細目は、実情に応じて重点的選
法 スペースとポジ 択的に取り上げることとする。

ション ○ ＤＶＤ等の視聴覚教材を活用する。
イ 防衛運転 ○ 日常点検要領については、日常点検の必要

（３）歩行者の保護 性と点検項目、点検要領等を説明する。
（４）速度と車間距離
（５）追越し
（６）交差点の通行
（７）夜間走行
（８）気象条件に合わ

せた運転
（９）高速道路の通行
（１０）改造車の運転

禁止
７ 事故事例研 発表 ○ 身近な事故事例を素材として受講者に発表

３０究に基づく安 （適宜、ディスカ させる等、事故の原因となる危険行為等を受
全運転の方法 ッション方式をと 講者自身に考えさせ、正しい運転方法を理解

る。） させる。
８ 運転適性に （１）筆記による診断 個別的指導 ○ 所要の運転適性検査用紙により実施し、結

４０ついての診断 と指導 教本、運転適性 果に基づいて安全運転の心構えを指導する。
と指導① （２）運転適性検査機 検査機器、視聴覚 ○ 運転適性検査機器により実施し、結果に基

器の使用による診 教材等 づいて安全運転の心構えを指導する。
断と指導 ○ 事故に結び付きやすい違反行為をした者及

び筆記による検査の結果により必要と認める
者について実施する。

１８０講習時間小計



○ 社会参加活動講習
９ 社会参加活 （１）活動方法の説明 活動内容に応じ

１５０動 （２）現場活動 て必要な資器材を
用いて行うこと。

考査 ○ 講習を通じて得られたもの、今後の安全運
３０転への心構えなどを課題として与え、筆記方

式（感想文）により提出させる方法で行い、
結果を講評して、安全運転の動機付けをする。

３６０講習時間合計

備考
１ 休憩時間は、講習時間以外に適当な時間を設けること。
２ 「８（２）運転適性検査機器の使用による診断と指導」を行う場合には、「７ 事故事例研究に基づく安全運転の方法」を
省略することができる。

○ 実車講習
９ 運転適性に （１）実車による診断 実技 ○ 実車を運転させ、講習指導員が追尾するな

１２０ついての診断 と指導 個別的指導(適 どして運転行動、事故や違反に結び付く危険
と指導② ア 日常点検 宜､ディスカッシ な運転個癖等を診断し、その結果に基づく指

イ 乗車姿勢 ョン方式をと 導を行う。る。）

ウ 基本走行 教本､自動二輪 ○ 実習に当たっては、乗車用ヘルメットを必
（ア）発進要領 車､原動機付自転 ず着用させるほか、手袋、プロテクター、衣
（イ）低速走行及 車、運転シミュレー 服及び履物等乗車に適した準備をさせる。

び通常走行 ター、視聴覚教材 ○ 時速３０キロメートル程度で走行させ、正
（ウ）停止要領 等 しい基本走行を習得させる。
エ 応用走行 ○ 運転技能を診断するに当たって、個々の受
（ア）制動訓練 講者の体格、体力、運転技能、運転経験等か
（イ）コーナーリ らみて本人に適した車種の選び方についても

ング訓練 指導する。
（ウ）スラローム ○ 運転シミュレーターを操作させ、交通事故

走行等の訓練 やその他危険場面等について擬似体験させ、
（２）運転シミュレー 運転の危険性を診断し、その結果に基づく指

ター操作による診 導を行う。
断と指導 ○ 事故に結び付きやすい違反行為をした者及

び実車による指導の結果により必要と認める
者について実施する。

１０ 面接指導 個別的指導（適 ○ 本人の違反経歴に運転適性検査と実車指導
３０宜、ディスカッシ の結果とを照合して、特に個々の指導が必要

ョン方式をとる。） であると認められる受講者については、個々
面接の方法で受講者に運転特徴等を説明し、
以後の安全運転に資するための指導を行う。

○ その他の受講者については、グループ討議
等の方法で安全運転意識の高揚を図る。

考査 ○ 講習を通じて得られたもの、今後の安全運
３０転への心構えなどを課題として与え、筆記方

式（感想文）により提出させる方法で行い、
結果を講評して、安全運転の動機付けをする。

３６０講習時間合計

備考
１ 休憩時間は、講習時間以外に適当な時間を設けること。
２ 「８（２）運転適性検査機器の使用による診断と指導」又は「９（２）運転シミュレーター操作による診断と指導」を行う
場合には、「７ 事故事例研究に基づく安全運転の方法」又は「１０ 面接指導」を省略し、「８（２）運転適性検査機器の
使用による診断と指導」及び「９（２）運転シミュレーター操作による診断と指導」を行う場合には、「７ 事故事例研究に
基づく安全運転の方法」及び「１０ 面接指導」を省略することができる。


